
 

 

  

アセスメントってなに？  

利用者が、自立した日常生活を送る 

ことができるように支援するうえで 

解決すべき課題を把握することです。 

  

 

  モニタリングってなに？ 

利用者やご家族、福祉サービス事業 

者と継続的に面接を行い、利用者の 

状況や実施の状況をおうかがいさせ 

ていただき、計画の見直しを行うこ 

とです。 

  いつ おこなうの？   

支給決定時 

利用開始から３ヶ月間、毎月１回の 

ペースでモニタリングさせていただ 

きます。 

 

継続利用時 

おおむね６か月に１回おこないます。 

  

 

 

 

 

さの社協相談支援センター 

   ほっぷ 

 

 

 

 

 

 

      

アクセス方法  

  

 

  

 

            平成２８年度版 

 

さの社協相談支援センター 

 

ほっぷ 

～ 子どもたちが  

その子らしく地域で楽しく 

暮らせることを願って ～ 

 

 

      社会福祉法人 

 

    佐野市社会福祉協議会 

 

〒３２７－０００３ 

栃木県佐野市大橋町３２１２番地２７ 

総合福祉センター１Ｆ 

       正面玄関から入って左奥 

 

電話   （０２８３）２２－８１５２ 

ＦＡＸ （０２８３）２２－８１４９ 

メール  hop@sanoshakyo.or.jp 

 

サービス提供時間 

月曜日～金曜日 

午前８：３０分から午後１７：００まで 

 

 

       周辺地図 

 

保健センター 交番 

郷土 

博物館 

総合福祉

センター 

給 食 セ

ンター 

  

元勤労青少年ホーム

ム 
Ｐ 

西中学校 
至

佐

野

駅

  

 

至

足

利

  

 

西産業道路 

日産自動車 

 



 

 

 

さの社協相談支援センター 

ほっぷのご案内 

 

さの社協相談支援センター ほっぷ は 

平成２５年４月、おもに児童を対象とした 

相談支援事業所として指定を受けました。 

 ほっぷでは、一人ひとりが地域社会の中 

で、その人らしく自立した生活をおくるこ 

とができるように、一緒に考えていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

おもに佐野市にお住いの障がいのある 

お子さまとそのご家族の方です。 

 

 

 

 

利用者のご負担はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定障がい児相談支援 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

指定特定相談支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       新規利用の方 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画作成後 定期的に モニタリング 

（見直し）をさせていただきます。 

 

 

対 象 者 

内 容 

利用料金 

通所支援（児童発達支援・放課後デイサ

ービス・保育所等訪問など）を利用する

時に、児童支援利用計画を作成し、一定

期間ごとにモニタリングなどの支援を

おこないます。 

 

 

相談に応じた情報の提供をおこないま

す。また、福祉サービスを利用する前

に、サービス等利用計画を作成し、一

定期間ごとにモニタリングなどの支援

をおこないます。 

 

サービスの流れ 

申請・契約 

アセスメント 

 

利用計画案作成 

   
 

 

利用計画案 

説明・交付 

   
 

 

 給付決定（市） 

   
 

 
事業所と連絡調整 

利用計画作成 

   
 

 

 利用計画 

説明・交付 

 

面接を行い、心身の

状況、環境などの日

常全般を把握。意向

をおうかがいし援助

の方針、課題、福祉

サービスの目標など

を記載した利用計画

案を作成。内容につ

いて説明をさせてい

ただきます。 

 

 

決定を踏まえ、事業

所と連絡調整、会議

等を行い、利用計画

案内容を検討し、利

用計画作成。 

 

完成した利用計画を

説明・交付します。 

ほっぷのご案内 
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